
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一時的に構築されるコンクリート製の仮設構造物において、
上部に仮設の設備が配置され、配置される前記設備を固定可能な強度を有する上部コンク
リート層と、前記上部コンクリート層の鉛直下方で前記上部コンクリート層と一体に設け
られる下部コンクリート層とを備え、
前記下部コンクリート層は、前記上部コンクリート層とで該上部コンクリート層上部に配
置される前記設備を支持するとともに前記上部コンクリート層の強度より低い強度を有す
ることを特徴とする仮設構造物。
【請求項２】
請求項１記載の仮設構造物において、前記下部コンクリート層は無筋のコンクリートから
なるとともに、前記上部コンクリート層は鉄筋コンクリートからなることを特徴とする仮
設構造物。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の仮設構造物において、
前記下部コンクリート層は、気泡を含むことで前記上部コンクリート層よりも低強度とな
るように形成されていることを特徴とする仮設構造物。
【請求項４】
請求項１から３の何れかに記載の仮設構造物を構築する仮設構造物の構築方法において、
前記仮設の設備を設置する箇所に、硬化することで前記仮設構造物の前記下部コンクリー
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ト層を形成する下部層用コンクリートを打設し、この打設された下部層用コンクリートが
硬化する前に、硬化することで上部コンクリート層を形成する上部層用コンクリートを、
打設された下部層用コンクリート上部に一体的に打設することを特徴とする仮設構造物の
構築方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、工事現場などにおいて一時的に構築されるコンクリート製の仮設構造物および
仮設構造物の構築方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ダムの建設などの施工現場では、例えば特開平９－６０２９９号公報に開示のよう
に、資材運搬用のケーブルクレーンや、コンクリートを製造するプラントなどといった、
ダム本体の工事に用いられる諸設備（以下、仮設の設備とする）が、工事終了に際して解
体撤去されることを前提に設けられている。
【０００３】
上述した仮設の設備を設置する際には、仮設の設備本体を支持させるために土台となるコ
ンクリート製の基礎（以下、仮設基礎とする）を仮設し、この仮設基礎上部に仮設の設備
を設置することが一般的である。この仮設基礎は、上部に設置される仮設の設備を支持す
るため、そのために必要な強度及び重量を満たす配合で打設されたコンクリートによって
構築される。この仮設基礎は、ダム建設工事の終了に際して、仮設の設備の撤去とともに
解体されて撤去される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述した仮設基礎などのコンクリート製の仮設構造物は、予め取り壊すことが
決定しているため、前記諸設備を支持できる機能を有する範囲内において極力強度が低い
ものであることが望ましい。
しかしながら、上記のように、仮設の設備を固定すべく必要な強度及び重量を満たす配合
により打設されたコンクリートにより仮設基礎全体を構築した場合、仮設基礎を解体する
のに手間がかかるという問題が生じていた。
【０００５】
本発明の課題は、仮設される仮の設備を上部で支持できるとともに、手間をかけずに容易
に解体することができるコンクリートの仮設構造物及び仮設構造物の構築方法を提供する
ことである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、例えば図１及び図２に示すように、
一時的に構築されるコンクリート製の仮設構造物（例えば、仮設基礎１）において、
上部に仮設の設備（例えば、ケーブルクレーン１０）が配置され、配置される前記設備１
０を固定可能な強度を有する上部コンクリート層２と、前記上部コンクリート層２の鉛直
下方で前記上部コンクリート層２と一体に設けられる下部コンクリート層３とを備え、
前記下部コンクリート層３は、前記上部コンクリート層２とで該上部コンクリート層２上
部に配置される前記設備１０を支持するとともに前記上部コンクリート層２の強度より低
い強度を有することを特徴とする。
ここで、例えば、上部コンクリート層２の強度としては、２１Ｎ／ｍ 2があり、下部コン
クリート層３の強度としては、５Ｎ／ｍ 2がある。
【０００７】
仮設の設備を上部に配置して支持する仮設基礎などに用いられるコンクリート製の構造物
では、その上層部分としては、仮設の設備を配置して固定するため、この仮設の設備の重
量を受けることができ、かつ、仮設の設備を固定することができる強度が必要であるが、
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下層部分では、設備を固定しないため、上層部分ほどの強度は必要でなく、重量のみを有
するものであれば良い。
請求項１記載の発明によれば、下部コンクリート層は、上部コンクリート層とで仮設の設
備を支持することができるとともに、仮設の設備が固定される上部コンクリート層よりも
下部コンクリート層の強度が低い強度を有するので、解体の際に、容易に解体されること
ができる。従って、本発明に係る仮設基礎は、上部に仮設の基礎を支持することができ、
かつ、仮設の設備を固定すべく必要な強度及び重量を満たす配合で打設されたコンクリー
トにより全体を構築した従来の仮設基礎と比較して、上部コンクリート層より強度の低い
下部コンクリート層を含む分だけ、手間をかけずに容易に解体されることができる。
【０００８】
請求項２記載の発明は、例えば図１及び図２に示すように、請求項１記載の仮設構造物１
において、
前記下部コンクリート層３は無筋のコンクリートからなるとともに、前記上部コンクリー
ト層２は鉄筋コンクリートからなることを特徴とする。
【０００９】
請求項２記載の発明によれば、下部コンクリート層は無筋のコンクリートからなるので、
仮設構造物を解体する際に、下部コンクリート層においては鉄筋が解体の妨げとなること
がない分だけ、鉄筋コンクリートからなる上部コンクリート層と比べ下部コンクリート層
を容易に解体することができる。よって、全体が鉄筋コンクリートからなる仮設構造物と
比較して、無筋の下部コンクリート層が含まれる分だけ、手間をかけずに容易に仮設構造
物を解体することができる。
また、下部コンクリート層に鉄筋を使用しない分だけ、低コストで仮設構造物を構築する
ことができる。
【００１０】
請求項３記載の発明は、例えば図１及び図２に示すように、請求項１又は２に記載の仮設
構造物１において、
前記下部コンクリート層３は、気泡を含むことで前記上部コンクリート層２よりも低強度
となるように形成されていることを特徴とする。
【００１１】
請求項３記載の発明によれば、下部コンクリート層は、気泡を含むことで上部コンクリー
ト層よりも低強度になるよう形成されているので、上部コンクリート層２とで設備１０を
支持できるとともに容易に破壊されることができ、かつ、その内部の気泡は、下部コンク
リート層を打設する際に、コンクリート中でボールベアリングのような作用をしてコンク
リートのワーカビリティーを改善する。従って、構築される下部コンクリート層を低い強
度としても、そのコンクリートのワーカビリティーを低下させることがなく、下部コンク
リート層の打設を効率良く行うことができる。
また、下部コンクリート層では気泡の体積分、セメントおよび骨材などのコンクリート原
料の使用量を抑えることができるため、その分だけ低コストで仮設構造物を構築すること
ができる。
【００１２】
請求項４記載の発明は、例えば図１及び図２に示すように、請求項１から３の何れかに記
載の仮設構造物１を構築する仮設構造物１の構築方法において、
前記仮設の設備１０を設置する箇所に、硬化することで前記仮設構造物１の前記下部コン
クリート層３を形成する下部層用コンクリートを打設し、この打設された下部層用コンク
リートが硬化する前に、硬化することで上部コンクリート層２を形成する上部層用コンク
リートを、打設された下部層用コンクリート上部に一体的に打設することを特徴とする。
【００１３】
請求項４記載の発明によれば、下部層用コンクリートを打設し、打設された下部層用コン
クリートの上部に、下部層用コンクリートと一体的に上部層用コンクリートを打設するの
で、仮設の設備を上部で支持できるとともに、上部コンクリート層より強度の低い下部コ
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ンクリート層が仮設構造物に含まれる分だけ手間をかけずに容易に解体することができる
仮設構造物を構築することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図１及び図２を参照して本発明にかかる仮設構造物及び仮設構造物の構築方法につ
いて詳細に説明する。仮設構造物は、仮設の設備を支持するために一時的に構築され、仮
設の設備の撤去とともに解体されるものであり、本実施の形態では、仮設の設備を支持す
る仮設基礎１として説明する。また、仮設の設備は、ダム建設工事に用いられるケーブル
クレーン１０のケーブルクレーン本体１２であるとして説明する。
【００１５】
ケーブルクレーン本体１２，１２は、資材を運搬するトロリー１１と、トロリー１１を移
動させるためのウインチ１５と、これらケーブルクレーン本体１２，１２間に架け渡した
ワイヤーロープ１３等とでケーブルクレーン１０を構成しており、仮設基礎１の上部に固
定されている。なお、このように構成されたケーブルクレーン１０は、トロリー１１がワ
イヤーロープ１３を軌道として移動することにより資材を運搬するものである。
【００１６】
仮設基礎１は、上部に設置されたケーブルクレーン本体１２を固定可能な強度を有する上
部コンクリート層２と、この上部コンクリート層２の鉛直下方で上部コンクリート層２と
一体に設けられる下部コンクリート３とから構成されており、全体として扁平な直方体に
形成されている。
このように形成された仮設基礎１は、ケーブルクレーン本体１２を設置する箇所の地盤上
に打設されている。
なお、仮設基礎１の上部コンクリート層２は、下部コンクリート層３の厚みよりも薄く形
成されており、本実施の形態においては、上部コンクリート層２の厚さと下部コンクリー
ト層３の厚さとは、およそ３：７の割合となっている。
【００１７】
上部コンクリート層２は、硬化することで上部コンクリート層を形成する上部層用コンク
リートと鉄筋９から一部を除いた部分等とからなる。上部層用コンクリートは普通ポルト
ランドセメント等から配合されている。本実施の形態においては、上部コンクリート層２
の強度は、ケーブルクレーン本体１２を固定可能な強度として、２１Ｎ／ｍ 2とされてい
る。なお、この時の上部コンクリート層２のスランプ値は８ｃｍ、粗骨材の最大寸法は２
５ｍｍとなっている。またなお、本実施の形態における鉄筋９は、正面視コ字状に形成さ
れているものであり、その両先端部は下部コンクリート層３に埋設されている。以下の説
明においては、便宜的に、鉄筋９の両先端部は下部コンクリート層３に含まれるものとす
る。
また、上部コンクリート層２の上部にはケーブルクレーン本体１２を固定するためのアン
カーボルト５が埋設されている。そして、このアンカーボルト５と、該アンカーボルトと
螺合するナット８とを用い、上部コンクリート層２の上部には、ケーブルクレーン本体１
２が固定されている。
【００１８】
下部コンクリート層３は、硬化することで下部コンクリート層２を形成する下部層用コン
クリートからなる無筋のコンクリート層であり、その両端部に上部コンクリート層２の鉄
筋９の先端部が埋設されて定着していることにより、上部コンクリート層２と一体化して
いる。下部層用コンクリートは、普通ポルトランドセメント等に起泡剤が混和剤として配
合された気泡コンクリートからなる。なお、起泡剤としては、例えば過酸化水素および次
亜塩素酸カルシウム、塩酸および重炭酸ナトリウム、またはカーバイドおよび水などが用
いられている。普通ポルトランドセメント量に対する起泡剤の配合量は、下部層用コンク
リートのワーカビリティーや、上部コンクリート層２及びケーブルクレーン１０を支持す
るために必要な強度、ケーブルクレーン１０を安定して支持するために必要な重量などか
ら求められている。
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これにより、下部コンクリート層３は、上部コンクリート層２とでケーブルクレーン１０
を支持するとともに上部コンクリート層２の強度より低く、容易に破壊されることができ
る強度に形成されている。以上を踏まえた強度として、本実施の形態においては、下部コ
ンクリート層３の強度は５Ｎ／ｍ 2とされており、この時のスランプ値は８ｃｍ、粗骨材
の最大寸法は４０ｍｍとされている。
【００１９】
次に、上記のような仮設基礎１を構築する手順を説明する。まず、ケーブルクレーン本体
１２を固定する箇所の地盤２０上に、下部層用コンクリートを打設し、該下部層用コンク
リートが固化する前に、上部層用コンクリートを下部層用コンクリート上部に一体的に打
設する。この時、アンカーボルト５の下部及び鉄筋９を上部コンクリート層２に埋設する
とともに、鉄筋９の両先端部を下部コンクリート層３に差し込む。
なお、本実施の形態においては、上部層用コンクリートの打設は、下部層用コンクリート
層３の打設と同一日に行われている。
【００２０】
以上のように構築された仮設基礎１によれば、下部コンクリート層３は、上部コンクリー
ト層２２とでケーブルクレーン１０を支持することができるとともに、ケーブルクレーン
１０が固定される上部コンクリート層２２よりも下部コンクリート層３の強度が低く、容
易に破壊可能な強度を有するので、解体の際に、容易に解体されることができる。従って
、本発明に係る仮設基礎１は、上部にケーブルクレーン１０を支持でき、かつ、ケーブル
クレーン１０を固定すべく必要な強度及び重量を満たす配合で打設されたコンクリートに
より全体を構築した従来の仮設基礎と比較して、上部コンクリート層２より強度の低い下
部コンクリート層３を含む分だけ、手間をかけずに容易に解体されることができる。
【００２１】
また、下部コンクリート層３は無筋のコンクリートからなるので、仮設構造物を解体する
際に、下部コンクリート層３においては鉄筋が解体の妨げとなることがない分だけ、鉄筋
コンクリートからなる上部コンクリート層２と比べ下部コンクリート層３を容易に解体す
ることができる。よって、全体が鉄筋コンクリートからなる仮設構造物と比較して、無筋
の下部コンクリート層３が含まれる分だけ、手間をかけずに容易に仮設構造物を解体する
ことができる。
また、下部コンクリート層３に鉄筋を使用しない分だけ、低コストで仮設構造物を構築す
ることができる。
【００２２】
また、下部コンクリート層３は、気泡を含むことで上部コンクリート層２よりも低強度に
なるよう形成されているので、上部コンクリート層２２とで設備１０を支持できるととも
に容易に破壊されることができ、かつ、その内部の気泡は、下部コンクリート層３を打設
する際に、コンクリート中でボールベアリングのような作用をしてコンクリートのワーカ
ビリティーを改善する。従って、構築される下部コンクリート層３を低い強度としても、
そのコンクリートのワーカビリティーを低下させることがなく、下部コンクリート層３の
打設を効率良く行うことができる。
また、下部コンクリート層３では気泡の体積分、セメントおよび骨材などのコンクリート
原料の使用量を抑えることができるため、その分だけ低コストで仮設構造物を構築するこ
とができる。
【００２３】
なお、上記実施の形態においては、仮設基礎１は、ケーブルクレーン１０を支持するため
の基礎であるとして説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、コンクリート
の骨材を生産する骨材生産プラントの基礎、コンクリートの諸材料を所定の配合率に計算
してミキサーに送るためのバッチャープラントの基礎、工事排水の濁水をｐＨ処理やｓｓ
処理するための濁水プラント等を支持する基礎であってもよい。
【００２４】
また、下部コンクリート層３及び上部コンクリート層２は、普通ポルトランドセメントを
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原料に用いて形成されているものとして説明したが、早強ポルトランドセメントや超早強
ポルトランドセメント等の他のポルトランドセメント、高炉セメントやフライアッシュセ
メント等の混合セメント、またはアルミナセメントや超速硬セメント等の特殊セメントを
用いて形成されるものとしても良い。
【００２５】
また、下部コンクリート層３は起泡剤を用いて形成された気泡コンクリートからなるとし
て説明したが、アルミニウム粉末などの発泡剤や、ＡＥ剤、ＡＥ減水剤などを用いて形成
された気泡コンクリートからなることとしても良い。
また、下部コンクリート層３は、無筋であるとともに内部に気泡を有するために低強度に
形成されているとして説明したが、これに限定されるものではなく、例えば、ＣＳＡ（カ
ルシウムサルホアルミネート）系や石灰系などの膨張剤や、パーライト、発泡ガラス、発
泡スラグ等の軽量骨材を多量に使用することで低強度に形成されるものとしても良い。
【００２６】
更に、下部コンクリート層３や上部コンクリート層２の具体的な形状や、強度、スランプ
値、粗骨材の最大寸法などについても、下部コンクリート層３が仮設の設備を支持すると
ともに上部コンクリート層２の強度より低く、容易に破壊可能な強度を有する範囲内にお
いて、適宜変更可能であることは勿論である。
【００２７】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、下部コンクリート層は、解体の際に、容易に解体されるこ
とができる。従って、本発明に係る仮設基礎は、上部に仮設の基礎を支持でき、かつ、仮
設の設備を固定すべく必要な強度及び重量を満たす配合で打設されたコンクリートにより
全体を構築した従来の仮設基礎と比較して、上部コンクリート層より強度の低い下部コン
クリート層を含む分だけ、手間をかけずに容易に解体されることができる。
【００２８】
請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明と同様の効果が得られるのは勿論のこ
と、仮設構造物を解体する際に、下部コンクリート層においては鉄筋が解体の妨げとなる
ことがない分だけ、鉄筋コンクリートからなる上部コンクリート層と比べ下部コンクリー
ト層を容易に解体することができる。よって、全体が鉄筋コンクリートからなる仮設構造
物と比較して、無筋の下部コンクリート層が含まれる分だけ、手間をかけずに容易に仮設
構造物を解体することができる。また、下部コンクリート層に鉄筋を使用しない分だけ、
低コストで仮設構造物を構築することができる。
【００２９】
請求項３記載の発明によれば、請求項１または２に記載の発明と同様の効果が得られるの
は勿論のこと、下部コンクリート層内部の気泡は、下部コンクリート層を打設する際に、
コンクリート中でボールベアリングのような作用をしてコンクリートのワーカビリティー
を改善するため、構築される下部コンクリート層を低い強度としても、そのコンクリート
のワーカビリティーを低下させることがなく、下部コンクリート層の打設を効率良く行う
ことができる。
また、下部コンクリート層では気泡の体積分、セメントおよび骨材などのコンクリート原
料の使用量を抑えることができるため、その分だけ低コストで仮設構造物を構築すること
ができる。
【００３０】
請求項４記載の発明によれば、請求項１から３の何れかに記載の発明と同様の効果が得ら
れるのは勿論のこと、仮設の設備を上部で支持できるとともに、上部コンクリート層より
強度の低い下部コンクリート層が仮設構造物に含まれる分だけ手間をかけずに容易に解体
することができる仮設構造物を構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に斯かる仮設基礎を示す斜視図である。
【図２】図１に示されるＡの部分拡大図である。
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【符号の説明】
１　仮設基礎（仮設構造物）
２　上部コンクリート層
３　下部コンクリート層
１０　ケーブルクレーン（仮設の設備）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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